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平成 16年 12月 21日（火）開催

知財立国から見た日本弁理士会の全国支部組織化
－知財戦略と中小企業～地域における弁理士の役割－

特別企画 シンポジウム 1

　司会　大変お待たせいたしました。ただいまからシ

ンポジウム『知財立国から見た日本弁理士会の全国支

部組織化』，副題としまして，知財戦略と中小企業～

地域における弁理士の役割，を開催させていただきた

いと思います。

　弁理士の大量増員時代を迎えまして，全国の会員（弁

理士）の指導，連絡，監督をより効率的に行う，それ

から地域での知財ニーズに対して組織的な対応を可能

とする，そして会員の参加意識の高揚を図るというこ

とを目的としまして，日本弁理士会はこのたび，全国

を支部のネットワークで結ぶという方向付けを行おう

としております。今回，このような意義について，会

員のより一層の御理解，御協力をいただくために，こ

の度のシンポジウムを開催するということにしまし

た。よろしくお願いいたします。

　申し遅れましたが，私は副会長の吉田稔でございま

す。本日の司会を担当させていただきます。

　それでは，開会に当たりまして，日本弁理士会会長・

木下實三より御挨拶を申し上げます。

　木下　本年度，日本弁理士会会長を務めております

木下實三でございます。本日は，開催に当たりまして，

浜四津敏子参議院議員，荒井寿光・知的財産戦略推進

事務局長，橋本正敬・東京都知的財産総合センター所

長様には，年末の大変お忙しい中御出席いただきまし

てありがとうございます。会員の皆様も多数御出席い

ただきまして，ありがとうございます。

　後ほど基調講演をしていただきます荒井事務局長様

の御専門のところで，またお話しいただけると思いま

すけれども，皆さん御存じのように，2002 年 2 月に

小泉首相の施政方針演説におきまして，知的財産立国

宣言が出されて以来，昨年 7月には知財推進計画が策

定され，さらに今年の 5月にはその改訂版，知的財産

推進計画 2004 が策定されるなど，知的財産政策が極

めて速いテンポで実行されております。

　知的財産推進計画におきまして，日本弁理士会，あ

るいは我々弁理士に対しまして，中小企業，大学の支

援，あるいは地方自治体や弁理士が少ない地域におけ

ます知財の支援強化というものが求められておりま

す。そのため，日本弁理士会といたしましては，知的

財産支援センター，地域活動促進本部や各支部などの

関連機関，あるいは会員各位が対応しておりますけれ

ども，知的財産に対する社会のニーズというものは大

変多様で，また多量なものがございまして，十分な対

応ができているとは言えないのではないかというふう

に考えております。

　そのため，日本弁理士会としては全国の会員の指導，

連絡，監督をより効率的に行うこと，また知財，地域

での知財ニーズに対する組織的対応を可能にするため

に全国にアクセスポイントを設けること，あるいは全

国くまなく支部を設けることを早急に実行する必要が

あると思います。

　そこで，本日はこうした全国支部制の意義について，

会員によりよくわかっていただくとともに，会員の参

加意識を高揚するため，このようなシンポジウムを開

催する次第でございます。会員の皆様におかれまして
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は，そのような趣旨を御理解の上，全国支部化がスムー

ズに実行できますように，御理解と御協力をお願いい

たしまして，私の御挨拶とさせていただきます。

　よろしくお願いいたします。（拍手）

　司会　引き続きまして，弁理士・弁護士であられ，

参議院議員であられますとともに，公明党代表代行，

それから知的財産制度議員懇話会会長であられます浜

四津敏子先生に御挨拶をいただきたいと思います。今

回のシンポジウムの趣旨を申し上げましたところ，御

賛同いただきまして，御挨拶を賜るということになり

ました。

　浜四津　御紹介いただきました参議院議員の浜四津

敏子でございます。今，日本はプロパテント時代で，

その時代の先端で大きな使命と責任を担っておられる

弁理士の皆さんに，心より敬意を表しております。私

も日本弁理士会の会員の一員でございまして，弁理士

の皆様にお教えいただきながら，皆様の応援団の最大

の一人として，国会の場で日本を知的財産立国にする

ために，弁理士会の発展のためにという思いで全力を

尽くさせていただいております。

　財の中心が物から無形の情報へと移行しつつある社

会をさらに発展，リードし，また時代に合った制度，

政策，法律へと，この数年，知財の制度の大改革が急

ピッチで進行中です。今から約 3 年前，2002 年 2 月

に小泉総理が国会の演説で「知的財産戦略会議を立ち

上げ，必要な政策を強力に推進する」と言われました。

すなわち，国家戦略として知財に取り組むという宣言

だったわけでございます。私はそれより前に，委員会

のたびに，日本は国家戦略として知財に取り組まなけ

ればいけないということを言い続けてまいりましたの

で，その宣言を聞きまして感無量でございました。

　そして，この宣言を皮切りに，同年 3月には総理を

本部長とする知財の戦略会議が設置されました。また，

7 月には大綱が，12 月には基本法がつくられまして，

この基本法に基づきまして政府は知財の戦略本部を設

置して，特許迅速法，著作権侵害に対する罰則の強化，

また知財高等裁判所設置法等，また模造品，海賊版対

策等の強化，知財推進計画の策定と，次々に手を打っ

てまいりました。そして，我が国は本格的に知財を日

本経済の柱として位置づけ，改めて知財立国を政府・

与党の方針として確認いたしました。また，我が国が

世界に誇るアニメ，ゲーム，音楽，あるいは映像等の

エンターテイメントの振興を図る，コンテンツ振興法

も自民党と，公明党が力を合わせて，その発案で，議

員立法として本年 5 月に成立させていただきました。

これに限らず，法律をつくる力を与党はいただいてお

りますので，これからも与党として自民・公明，力を

合わせて弁理士の皆様にいろいろ教えていただきなが

ら，知財立国へのピッチをさらに速めるための制度，

政策，法律をつくらせていただきたいと思っておりま

す。

　こうした流れは，知財の政策がいかに国としての喫

緊かつ重要な課題であるかということを，端的に示し

ております。そのために制度を整備するとともに，さ

らに大事なことが知財専門家の育成及び支援でござい

ます。何と言っても，制度ができても，あるいは法律

ができても，それを有効に生かし，また成果を上げる

ことができるかどうかは，弁理士の先生方をはじめと

して，知財の専門家の皆様にかかっているからでござ

います。私どもはその実効性ある政策実現のために，

これまでも尽力してまいりましたが，今後とも皆様と

力を合わせて取り組んでまいります。今ちょうど予算

の時期でございまして，もう予算が最終決着を見てお

ります。税制も最終決着に至りましたが，ともかく予

算につきましても与党の一員として皆様の発展のため

に力になりたいと思っております。

　知財立国を目指すには，中小企業の人たちへの支援，

また地域におけるこうした支援が不可欠でございまし

て，今回のシンポジウムはそこに焦点を当てた，今一

番求められている課題に対応するシンポジウムだと考

えております。中小企業は我が国の産業基盤を支え，

またベンチャービジネスには新産業の創出等が期待さ

れております。しかし厳しい経済情勢のもとで，事業

資金確保の困難性やあるいは物づくりにおけるアジア

の追随等を考えますと，中小企業，ベンチャービジネ

スは知財の創造，権利化にさらに真剣に取り組む必要

があります。そういう意味で，弁理士の皆様の全国組

織化をして，皆様のお力をおかりしなければいけない

時代になっているということだろうと思います。また，

地方分権の流れの中で，特色ある地域社会の構築が迫

られておりますが，そのためにも知財創造の拠点であ

る，地域の大学等との連携を強化し，知財を前面に出

す仕組みを強化すべく，与党として全力でこれからも

取り組んでまいります。
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　先日，財務省から内示がありました平成 17 年度予

算では，経済産業省の地方経済産業局が関係する民間

の組織専門家と協力し，独自に地域知財戦略推進計画

を策定，展開する予算として 11 億円，また中小企業

に対する出願，審査，審判段階の支援に 9億円，地方

における相談体制の整備，講習会等に 7億円の予算を

計上し，あわせて地域中小企業知財予算は全部で 29

億円を確保することができました。今後とも，知財戦

略をさらに確固たるものにするベく，こうした予算の

確保についても与党として責任を持って取り組んでま

いります。

　日本弁理士会の皆様が，地方分権，中小企業の活性

化，地方の活性化，そして雇用の拡大について，知財

の面から支援してくださり，そして知財立国に貢献し

ようとしておられることに大変，敬意を表し，また意

義深いものと思っております。現在，特許庁では，農

産物などを地域ブランドとして商標登録し，松坂牛な

どを権利化し，保護しようとしております。これに限

りませんが，こうした動きは担い手にどれほどの希望

を与えるかわかりません。そして，農村にどれだけ活

力とやる気を与えるかわかりません。

　日本弁理士会の全国支部組織化は，こうした動きに

対応するものでもございまして，地方に隠れたユー

ザーを掘り起こすことにもなると思います。しかし，

弁理士の皆様は，現在は東京圏，近畿圏に集中してお

りまして，極端に少ない地域も多いと伺っております。

今回の全国支部組織化はこうした点を解消しようとす

るものであり，与党として，また公明党として，私ど

も国会議員として，積極的に支援させていただきたい

と思っております。日本弁理士会，ますますその使命

と責任，そしてまた日本全体，また世界からの期待も

非常に大きくなっております。皆様のますますの御発

展をお祈りし，御挨拶とさせていただきます。

　本日はお招きいただきまして，本当にありがとうご

ざいました。今後とも御支援，また御指導いただきま

すように，どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手）

　司会　浜四津先生，ありがたいお言葉，誠にありが

とうございました。

　それでは，基調講演に移らせていただきたいと存じ

ます。基調講演は「知的財産を活用した地域活性化」

をテーマに，内閣官房知的財産戦略推進事務局・荒井

寿光事務局長にお話をいただきます。

　皆さん，御存じのように，荒井様は元特許庁長官で

あられ，現在は日本弁理士会の外部意見聴取会の委員

長として，いろいろと御意見をちょうだいしております。

　それでは，荒井様，よろしくお願いいたします。

　荒井　ただいま，御紹介いただきました荒井でござ

います。

　今日は，日本弁理士会のシンポジウムにお招きいた

だきまして，ありがとうございます。「知的財産を活

用した地域活性化」ということでお話しさせていただ

きますが，日本弁理士会の皆さんが地域との関係を強

化していこうという試みは，非常にタイムリーであり，

素晴しいことだと思います。

　今日は，「知財立国への道」，「知財改革の内容」，そ

れから特に 3番といたしまして「知財の地域への広が

りと弁理士への期待」の 3つについて，お話しさせて

いただきたいと思っております。一番最初に，「知財

立国」への道についてお話しをします。最近の知財立

国への動きは 2002 年 2 月に総理大臣が施政方針演説

で話をされたところからスタートしているわけでござ

いまして，「研究活動や創造活動の成果を，知的財産

として，戦略的に保護・活用し，我が国産業の国際競

争力を強化することを国家の目標とします。」という

ことで，明治以来，総理大臣が施政方針演説で初めて

こういう演説をされたわけです。いい研究開発をして

もらう，そしてそれを弁理士の先生方の力をいただい

て，しっかり取得して，保護・活用していく。これを

国家目標にしていこうではないかということでして，

その後，知的財産基本法が同じ年に成立しました。国

会で総理大臣が演説したのは行政のトップが言ったわ

けですが，今度は国民の代表が知財基本法を全党一致

で成立していただいたということで，国民のコンセン

サスというふうになったわけです。

　その後，知的財産戦略本部ができまして，そして

「知的財産推進計画」が 2003年 7月にできたわけです。

この考え方は 3年間の中期計画ということです。計画

もいつ実現するかどうかわからない計画だといけない

ということで，時間の感覚を入れるべきという各方面

からの御指摘もありまして，3 年間の中期計画にした

わけです。

　そして，2004 年 5 月に，「知的財産推進計画」の改

訂版として，「知的財産推進計画 2004」を策定いたし

ました。ちょうど会社の方が 3年計画をつくって，1年
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経ってみて，ではこれからの 3年はどうしようかとい

うことでリボルビングでやっていくのと同じことで

す。

　従来の国の計画というのは，最初は 1期 5年，それ

から次の 5年ということでやっていくわけで，途中で

世の中の情勢が変わっても，なかなか変わっていかな

いということもあります。しかし，毎年毎年色々な技

術の進歩もあります，それから社会情勢，国際情勢も

変わっていきますから，そういうものに合わせてやっ

ていこうということです。これは毎年毎年，目標を下

げていったら意味がないわけです。世界は知財の競争

が非常に激しくなっています。まず 3年間を見て，そ

してまた 1年経って，ちゃんと進捗しているのかとい

うことです。足りない部分はまた足していく，そしてま

た新しく必要なものは加えていくということです。

　最初の 2003 年 7 月に作ったときは 270 項目のアク

ションアイテムが入っていますが，1 年経って見直し

たら，400 項目になりました。最初のときにはこの計

画に入ると得か損かわからないので，模様眺めの人も

いました。こんなものに下手に入ると義務だけ負って，

やらないと怒られるのではないかということもあった

んです。これは日本弁理士会の皆さんにも本当にお世

話になったんですが，各地域で意見を聞いて歩くと，

「それならこういうこともやって欲しい」とかいう追

加がいっぱい出てきまして，270 項目が 5 割アップの

400項目になったということです。

　その後，総理大臣は演説のたびに毎回，知的財産に

ついて触れいただいています。今年 10 月に始まった

臨時国会でも，「知的財産高等裁判所の創設，特許審

査の迅速化，税関での模倣品の差し止め強化により，

『知的財産立国』が着実に推進されています。映画や

アニメ，能や歌舞伎など，内外の人々を魅了する文化，

芸術を振興し，豊かな国づくりを進めます。」という

内容で，総理大臣が演説をされました。

　日本弁理士会からは，知的財産戦略本部の前身の知

的財産戦略会議のときから御意見をいただいています

が，知的財産戦略本部になってからも， 8 本の御意見

をいただいています。中身も濃くて，多くの御意見を

反映しています。毎回毎回御意見をいただいて，これ

を出すために日本弁理士会の中でも色々な真剣な議論

をなされていただいておりますので，今日はお礼を言

いに来ました。

　日本弁理士会の先生方から「こういうふうにして

いったほうが知財立国になります」と色々なご意見を

言っていただくことは，日本にとってはいいことだと

思います。なぜかというと，日本弁理士会の先生方は

第一線の様子，現場の様子，企業の様子，大学の様子

を一番御存じだから，これは抽象的に考えて御意見を

言われているのではなくて，本当に第一線の模様をデー

タに基づいておっしゃっていただいているからです。

　簡単に知財立国についてお話しさせていただきます

と，ポイントは日本人の能力を十分に発揮しようとい

うことです。明治以来，日本は資源のない狭い国で，

勤勉でこつこつやって，工業化を進めて，世界の歴史

において奇跡と言われるように日本の発展がなされた

わけです。日本人が勤勉に加えてさらに知恵づくりを

成功すれば，21 世紀も立派な国になるということで

す。日本人の能力が発揮できれば，日本人自身も幸せ

になるのではないかというのがポイントです。色々な

能力の発揮，それはスポーツの世界においてオリン

ピックで金メダルを取るのも能力でしょうが，私ども

は発明や創作の分野でいろんなことができるのではな

いかということです。資源のない日本は頭の中に資源

があるというのが，原点です。それと同時に，日本の

経済社会も活性化して，景気がよくなるということで

す。

　さらに私どもが大事だと思っておりますのは，いい

発明をすると世界文明の発展に貢献するということで

す。日本は今どこへ行くという議論が，色々なされて

おります。井深大さんというソニーをつくられた方が，

発明協会の会長を 25 年おやりになっていて，多くの

発明が評価されて，文化勲章を受けられたわけです。

井深さんは「発明が文化を創造する，文化を発達させ

るというものが認められたことがうれしい。文化とい

うものの認識が大きくなったといえるでしょう。発明

というのは古代からいろいろな発明，例えば水時計や

製紙，中世の活字印刷や，近世に入って産業革命の原

動力になった蒸気機関や，エジソンの蓄音機など，さ

まざまなものが開発され，世の中に出てきました。こ

れらのものは，人類の文化に多大な影響を及ぼしてき

ました。まさに文明開化の原動力であったでしょう」

と言われています。

　実は発明家として文化勲章を受けられたのは井深さ

んが初めてです。実際に役に立つ発明をした人が文化
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の発展に貢献するということが評価されたのはうれし

いということをおっしゃっています。21 世紀に日本

でいい発明をして，それで世界の人の生活が豊かに

なっていったら，日本という国はいい国だと思うわけ

です。そういう国を目指していこうというのが国家戦

略です。

　今までの特許行政とか著作権行政はどちらかという

と大企業中心でした。特に，戦後においては日本が国

際競争力を増して強くなる方法でした。ですから，日

本弁理士会の先生のお客さんも大企業が大部分だった

わけです。だから，都会に集中しているということで

す。しかし，日本人の能力を発揮するなら，日本人 1

億 2,000 万人，色々なところに，北海道から沖縄まで

いるわけだから，そこにいる中小企業，個人を大切に

していこうではないかということです。井深さんも何

もないところからソニーをつくられたわけですし，豊

田佐吉さんも，そうです。エジソンもそうです。最近で

すとビル・ゲイツみたいに，個人が考え出すところか

ら伸びていくということで，中小企業や個人を大切に

していくような行政が必要なのではないかということ

です。

　2 点目は，地域の振興です。これは今までは，大会

社が伸びていけば，国際競争力が増し，立派になって

いく，外貨を稼ぐということでした。表現はいいかど

うかわかりませんけれども，大企業だって昔は国際競

争力がなかったわけですから，少なくとも大企業は国

際競争力をつけて，世界で負けないでくださいという

ことでやってきたんですが，今はその段階は終りまし

て，今度は地域が工場誘致などではうまくいかないと

いうときに，では各地域でも頭を使って，各地域の特

色を生かした地域振興をすることを考えようというこ

とです。例えばシリコンバレーみたいなのが念頭にあ

るわけです。

　3 点目は，これは反省を込めて言っているわけです

が，ユーザーと行政・司法のどっちが主役かわからな

いと言われます。特許庁の人も，いい出願をしても

らったらありがとうと思うことが大切です。裁判所に

行くときは皆緊張していくわけですが，これも主役が

逆になっているのではないかということです。特に大

企業や弁理士の先生方だと慣れているからいいんです

が，中小企業や個人の方だと役所に行ったり，裁判所

に行ったりするのは大変ですから，もうちょっと親切

にしようという考え方です。特に今回の推進計画の中

では，中小やベンチャー企業の知財を守ろうというこ

とを，1つの柱に入れています。

　これは特許を取るだけでも大変ですし，ましてや海

外に展開するのはもっと大変です。それから権利侵害

されても，中小企業やベンチャー企業の人は非常に対

応することが困難です。また，地域を振興するときに

も地方自治体の方が知財戦略をお作りいただくにして

も，今までは慣れていません。

　それから，農林水産物の地域ブランド，これは本当

にここ数年間，毎年，毎月，毎週と言っていいぐらい

に偽物が出てきています。これは消費者が皆な騙され

ていたわけです。商標とかといっても，全然守ってい

ないというか，他の人が便乗で偽物を売っているわけ

です。これはおかしいわけで，日本中，もう少し正直

になる必要がある。正直になるために，知的財産とい

うのは農林水産物をブランド化した人たちを尊重しよ

うというわけですから，そういうものを生かしてやっ

ていこうということです。

　そういう考えの内容を幾つか，既に弁理士の先生方

はお詳しいかと思いますので，ポイントだけお話しさ

せていただきますと，1 つは大学です。これは，優秀

な方が多いわけですから，いっぱいいい発明がなされ

て，どんどん特許が出てくるかと思ったら日本の場合

には「象牙の塔」だとか，「白い巨塔」ということで，

論文しか書いていない人が多いようです。大見先生（東

北大学）が，先日，雑誌に書いていたのは，社会で使

われない論文は紙くずだということです。「産業は学

問の道場」という言葉もあります。大学も産業界，地

元の中小企業と協力して，一緒にやっていこうではな

いかというふうに今なりつつあります。

　国立大学も法人化してやるとなると，各地の大学が，

うちの大学は何のためにあるかといったら，世界で一

番立派なことを研究する，それから学生をしっかり教

育するだけではやはり足りなくて，うちは地元に喜ば

れる大学だということを考え，取組み始めています。

そういうことで，大学に知財本部ができたり，TLO

ができています。

　それから特許庁も，私も特許庁長官をさせてもらっ

て反省を込めて言えば，特許審査の迅速化ということ

です。折角いい発明をして特許庁に出願しても，今ま

では，審査請求期間が 7年だったこともあり，出願か
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ら特許になるまで平均 9年かかっていました。スピー

ドの時代になったら，どんどん速く決めていくという

ことが必要になってきたのです。今回，特許審査迅速

化法というのを作って，審査を速くしようということ

です。

　これは弁理士の中にもいろんな意見がありまして，

「速いだけが特許ではない」とか，「遅いほうがいいん

だ」とか，「駆け引きだ」とかおっしゃる人がいっぱ

いいます。だけど，そうではなくて，全体は速いほう

がいい，駆け引きで遅いのは例外にしようということ

です。これは特許庁が悪いか，弁理士が悪いかという

ことを今言ってもしようがないんですが，特許庁がお

待ちくださいと言って待ってもらっているうちに，ア

メリカは先にやってくれるということで，ビジネスの

仕組みが変わってしまったんです。だけど，そうでは

なくて，日本人の発明は日本の弁理士がしっかり特許

出願して，日本で権利にして，それで世界に行くとい

うのが本来の姿だと思います。いまやアメリカ，ヨー

ロッパの特許庁もパンクしてきましたから，日本の特

許庁は速くやってくれというような注文も出てきてい

ます。

　幸い，任期付き審査官など，色々な仕組みで相当早

くなってきております。早期審査制度は，特に中小企

業やベンチャー企業，大学の出願については，早めに

審査しようという制度です。大企業のいつでもいいで

すという方はゆっくり待っていてもらったらいいと思

うんですが，中小企業やベンチャー企業，大学の出願

については早く審査を行ったほうがよいということで

す。これは，今までは日本人の機会平等で，出願した

順番といっていたんですが，権利化したい順番にやっ

たらいいということです。敢えて苦言を申し上げれば，

こういう制度があることを教えてくれない弁理士が

いっぱいいるようです。私は全国を回って歩いて，「こ

ういう制度があり，しかもこれは追加料金なしです」

と言うと，「そんなことをやるんですか，うちの弁理

士は教えてくれなかった」という方がいっぱいいます。

しかも特許庁は追加料金なしなのに，弁理士の先生は

また手数料を取る方もいるようなんです。これもどう

かしているのではないかという声を聞きます。特許庁

は折角無料でやっているのに，弁理士は手間がかかる

ということらしいのですが，趣旨に反するのではない

かというような気もします。

　もう一つ新しく始めたのは，従来技術調査の支援制

度です。これは審査請求をするときに，今まではとに

かく特許庁でチェックしてもらえということでいっぱ

い滞っていました。しかし，中小企業の方の場合には

従来技術調査を予めしてもらえれば，特許になりそう

かどうかわかりますので，権利になるなら早く特許に

したらいいし，駄目ならもっといい研究開発をしたほ

うがいいというような判断をくだすことができます。

このような制度を今年から始めました。こちらも弁理

士の先生方にうまく活用していただきたいと思いま

す。

　それから，職務発明規定です。200 億円の判決が出

たりして，各方面での関心が非常に強くなっています。

今回の特許法の改正で，職務発明の対価は合理的手続

きのもとで取り決められたかにより判断するというふ

うになりました。この手続の参考事例集を特許庁が公

表いたしまして，各方面での説明会をしています。大

企業のみならず，中小企業，大学も皆これの対象にな

りますから，各方面で検討がされております。弁理士

に相談に行ったときに，適正に相談に乗っていただき

たいという要望を申し上げたいと思います。

　次は，知的財産高等裁判所設置法の制定です。いろ

いろ日本の裁判制度の議論がございました。技術がわ

からないとか，遅いとか。「思い出の事件を裁く最高裁」

というのは，総理がいつも引用される川柳ですが，普

通の事件だって時間がかかるのだから，特許のように

技術の入るものはもっと難しいから，もっと時間がか

かるというのは今までの一般的な感覚だったんです。

しかし技術のスピードがドッグイヤーの時代にまずい

のではないかということで，知財の高等裁判所をつく

るという法律が通りました。今，準備中で，今度の内

示でも予算がついていますから，来年 4月から発足す

る予定です。そうなってきたときに，行政府，立法府

に加えて，司法もこういう体制をつくったということ

で，三権それぞれ知財立国にふさわしい体制をつくっ

たという意味でも大きいと思います。

　それから，関税定率法の改正。今までは特許は権利

を取っておくことに意味があったということでした。

段々と権利として重要になってきて，しかも日本に

色々な偽物が入ってくるぐらいに，周囲の国の技術レ

ベルが上がってきています。そういうこともあります

ので，関税定率法を毎年改正して，日本に偽物が入って
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こないようにする仕組みを整備しています。

　次は，コンテンツ促進法の制定についてです。「冬

のソナタ」で韓国の俳優が素敵だという日本の女性が

多いと新聞に書いてありました。日本のアニメとか映

画とか音楽がアジアをはじめ，アメリカ，ヨーロッパ，

各地域で評価されています。そういうことで，日本の

文化が理解される，日本のクリエーターの能力が発揮

されることが必要だということで，こういう法律がで

きたわけです。

　それにつけても知財人材となるわけです。弁理士に

ついては，毎年，合格者が増えています。少数精鋭だ

けでは済まなくなってきています。時代はいよいよ多

数精鋭の時代に変わっています。なぜか日本人は勘違

いしていて，数を増やせば必ず質が下がるというんで

す。しかし，そんなことはなくて，例えば，いい人が

いっぱい入ってくれば，サッカー人口というのも裾野

が広がって初めてワールドカップにも出られるわけで

す。従って，弁理士の先生方が国際的に活躍するため

には，裾野が広くなければいけません。そんなことも

ありまして，弁理士人口も約 6,000 人時代になってい

ます。その他，知財人材は，企業にもおられますし，

特許庁にもいます。それから裁判官，弁護士にもおり

ます。翻訳の関係もニーズが高まっていますが，正確

に訳してくれる人は少ないと聞いております。英語の

特許翻訳者はいても中国語がいないとか，色々な問題

があります。知財人材がどのぐらいいるかは，必ずし

も把握していませんが，多く見積って 5万人ぐらいと

言われています。しかし日本は，世界一の特許出願国

ですから，多数精鋭で行くことが必要です。

　最後に「知財の地域への広がりと弁理士への期待」

についてお話しをさせていただきます。最近，特に地

域との関係で弁理士への期待が高まっています。「知

的財産による産業の創出が地域を活性化させる」とい

うことで，大企業だけではなくて自治体や大学，中小・

ベンチャー企業など，色々なところに知財への取組み

が広がっています。それから業種も，従来のように製

造業だけではなくて，農林水産業，建設業など色々な

分野に広がっています。戦略についても，権利を取る

だけではなくて，これでライセンス契約をどうする，

知財戦略の保護・活用をどうするというようなことで，

皆さんの言葉で言えば知的創造サイクルへの一貫的関

与ということになるわけですが，広がってきています。

　地方自治体も，後でお話しされる東京都がこれを

リードされていまして，橋本所長のところの知財戦略

も立派です。その他にも北海道，秋田県，愛知県，大

阪府，島根県，福岡県はもうできたところです。また，

15 の都道府県でも現在，知財戦略の策定が始まって

います。敢えて申し上げたい点は，こういう 7つの都

道府県でできたときに，全部の都道府県の知財戦略づ

くりに弁理士が参加していません。一部にしか参加し

ていないです。これは都道府県でお作りになるときに，

弁理士に意見を聞けばいいものができるというふうに

思っていない都道府県もまだあるということです。皆

さんこういうのを作るときには相談があるはずと思っ

ていても，どこに相談に行っていいか分からないとい

うようなこともあって，この 7つの都道府県の知財戦

略策定の体制をチェックしてみたら，その委員の中に

弁理士が入っていないのがございます。あと，まだ 15

の都道府県で作っています。他もチェックするとそう

なっているかもしれません。

　これからは地域に密着した弁理士会活動が，個人と

して，組織として必要だと思います。「どうして弁理

士に頼まないんですか」と聞くと，「敷居が高い」と

言います。「弁理士の専門分野や料金体系が不安」だ

とか，色々なことがございますが，無料の知財の相談

窓口の実績を見ても，無料なら相談に行くという人が

いっぱいいるわけで，別にその後もずっと無料にする

必要はなくて，最初の相談，第一次の相談は安くても

いいんですが，最初から何十万円も取られると心配だ

と，そもそも金がないというようなこともあるわけで，

まず身近に相談できる場所があるといいということで

す。このような悩みは大企業とは違います。また，農

協とか漁協でも，商標を取るときにも同じ問題があり

ます。そういうときに気楽に，農協や漁協の人が相談

に行ける先がございません。

　「知財推進計画」の要望をとったら，こういう意見

が出てきています。「マッチングファンド事業の成果

を特許出願するに当たり，県内の弁理士 2名に依頼し

たところ，手持ち受注がいっぱいで対応できないと一

たんは断られたため，認められた予算を使っての出願

が契約期限内にできるかどうか危ぶまれたという経緯

がありました。知財の創出は大都会に限られることで

はないため，弁理士をはじめとした知財専門家を地方

へ配置する，何らかの施策ができないものでしょうか」
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ということです。実は関東近辺も「関東」というくく

りとしては弁理士の数が多いんですが，非常に不自由

を感じている県もあります。東京都は知的財産総合セ

ンターでしっかり対応されていると聞いております。

　大学も，知財本部を作ったり，TLO を作ったりし

ています。大学知財本部でも外部人材として 319名が

活躍しており，そのうち弁理士等が 69 名というんで

すが，これは弁理士が 69 名ではなくて，弁理士事務

所にいたことがある人なども入っているわけです。大

学のなかにも，国から特許出願を奨励されていても，

弁理士に相談したいが，弁理士というのはどこにいる

のだろうと悩んでいるというそうです。大学において

も知財を創出をする，権利化，技術移転，いろんな段

階が必要ですから，各段階で弁理士が早め早めに相談

に乗っていただきたいということです。

　一方，中小企業は大企業と違って，まず社内に知財

の担当者はいません。中国は中小企業で，大体 3人か

ら 5 人ぐらいいるところが増えてきているようです。

愛知県に行ったら，中国へ工場をつくっている経営者

の方が，中国の中小企業のほうが日本よりも知財の社

内体制ができていると言っていました。それから，弁

理士の依頼先がわからないとか，専門分野がわからな

い，費用が高いということをよく言われます。そうい

うことで，弁理士の先生方がぜひ中小企業の知財部門

になっていただきたいということです。

　それから農林水産物などの地域ブランドは大事で

す。全部の都道府県で独自の地域ブランド認証制度を

取組んでいますが，残念ながら地域ブランドの振興の

ためには，農家の方，漁師の方，いろんな方の相談に

乗っていただくだけの体制が，今できていないという

ことでございます。

　そんなことで，知財立国は，日本弁理士会の皆様方

の御支援でここまで来ていますが，いよいよ次の段階

に進んでいかなければいけないわけです。是非これか

らも，また弁理士の方と協力して進めていきたいと考

えております。

　御清聴ありがとうございました。（拍手）

　司会　荒井事務局長様，有意義なお話をありがとう

ございました。

　それでは，パネルディスカッションに進ませていた

だきたいと存じます。

　司会　ただいまからパネルディスカッションを開始

させていただきます。

　皆様から向かって左から，パネリストを御紹介いた

します。内閣官房知的財産戦略推進事務局長・荒井寿

光先生，東京都知的財産総合センター所長・橋本正敬

先生，地域活動促進本部長であり，前近畿支部長の杉

本勝徳会員，続きまして知的財産支援センター長であ

り，元東海支部長の佐竹弘会員です。コーディネーター

は役員・組織検討委員会委員長の波多野久会員にお願

いいたします。（拍手）

　それでは，波多野会員，よろしくお願いいたします。

　波多野　まず，今日は第 1回のシンポジウムとしま

して，『知財立国から見た日本弁理士会の全国支部組

織化』という形で進めてまいります。現在，日本弁理

士会には，支部として近畿支部，東海支部の 2つの支

部がありますが，同時に今，3つ目の支部として九州

支部の立ち上げを予定して，鋭意努力しております。さ

らに全国支部化の構築に向けて一生懸命，議論してい

るところでございます。

　そのような中で，今日は皆様方の御理解と御協力を

ぜひ得る目的でもって，このシンポジウムを計画させ

ていただきました。

　初めに，知的財産を東京都のほうから立案，製作さ

れておられます橋本正敬・東京都知的財産総合セン

ター所長から，プレゼンをしていただきたいと思いま

す。ひとつ，よろしくどうぞ。

　橋本　橋本でございます。現在，昨年の 4月に新設

された新しい組織であります，東京都知的財産総合セ

ンターというところで，中小企業の皆さんが知的財産

をつくり出したり，保護したり，活用したりするのを

支援する仕事をやっています。そういう意味で，中小

企業の皆さんの相談全般を受けているわけで，中小企

業と弁理士先生の皆さんとの関係等，いろいろ問題を

感じている面もありました。そんなことで，パテント

誌の 11 月号に地方公共団体の知財への取り組みとい

うことで，問題提起をさせていただいたんですが，今

日は，さらにそれについて説明する機会を与えていた

だきまして，まことにありがとうございます。

　まず，パテント誌と重複してもと思いますので，な

ぜ地方自治体が中小企業の知的財産活動を支援してい

るのかというあたりから，少しお話をしたいと思いま

す。私も昨年 4月に今の仕事を始めて初めてわかった

んですが，東京都は非常に大きな都会でして，日本の
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文化とか経済，政治の中心ではあるんですが，産業は

どちらかといいますといろんな中小企業の集合体とい

うところでございます。かつて東京にも大きな工場等

があったはずなんですが，環境問題等で皆，近隣の県

に出ています。そして，さまざまな中小企業がござい

ます。物づくりだけでも 6万社を超えるというふうに

聞いておりますけれども，いずれも全国平均と比べま

しても規模が小そうございます。数では全国第 1位だ

そうですけれども，従業員の数では第 3位，製造品の

出荷額でも 3位，付加価値額では 2位というのが現状

でございます。

　そういうことで，私どものセンターができた背景に

東京戦略ができており，その前にいろんな中小企業対

策審議会というものが行われまして，やはり東京の物

づくりは危機的な状態にあるという分析からスタート

しています。激減した製造業ということで，バブルが

はじけて以降，常に中小企業の物づくりは廃業率が新

規創業率を毎年上回って推移しております。その中で

も，都市型の物づくり，あるいはソフトな物づくりと

いう分野の産業は非常に健闘している，伸びています。

それから，厳しい中でも技術力とか技能があり，ある

いは企画開発力を持っている企業は健闘しているとい

う分析を行いまして，その上で物づくりの企業の体力

をつけるためには，技術力を高める。さらにマーケッ

ト力を高めるという必要性をうたって，その上で知的

財産で戦うということで，私どものセンターができた

という経緯がございます。

　これは先ほど，荒井事務局長のお話にもありました

ように，各県でもやはり県によって重要な産業とか伸

ばしたい産業は違いますので若干の違いがあります

が，やはり地方の産業振興となりますと中小企業に力

をつけてもらうというところと，相当オーバーラップ

するように思います。そんなことで，最初に東京も地

方であり，地方は今，中小企業の振興に大変力を入れ

ているというところから御紹介させていただきまし

た。

　波多野　ありがとうございました。

　それでは引き続き，杉本勝徳・地域活動促進本部長，

ちなみに杉本先生は前近畿支部の支部長でもありまし

て，支部活動に造詣が深いという立場からプレゼンを

お願いしたいと思います。

　杉本　杉本でございます。

　まず，近畿支部はできてちょうど 20 年，来年の 2

月 2 日に大阪で盛大に 20 周年の記念式典，それから

祝賀会を行います。ぜひ東京からも駆けつけていただ

きたいと思います。

　ということで，近畿が 20 年経ったわけですが，そ

の間にできたのは東海が 9年前に 1つだけということ

で，支部の全国化というのが私たち近畿支部は長年，

弁理士会を活性化する 1つの条件ではないかというふ

うに考えてきたんですけれども，やっとここにきて国

の力の入れ方もあるんですが，私たちの意識も高まっ

てきたのではないかと思っております。

　近畿支部をつくる際に，皆さん方のお手元にも配付

させていただいた，なぜ支部が必要かという，弁理士

会近畿支部問題に関する座談会というのがあります。

これが行われたのが昭和 56 年，支部ができたのが昭

和 60 年なんです。既に，近畿支部を 5 年ほど前から

何とかつくらなければ，弁理士会というのは今後非常

に困ったことになるのではないかということで，5 年

がかりで近畿支部はつくったわけです。そして，それ

から遅れること 11 年目に，東海支部ができたという

ことで，我々としては支部ができるのが非常に遅いと

いうことで，じりじりしていたわけです。

　それで，支部ができるとどういうことが起こったか

と申し上げますと，支部には実は 3つの事業がござい

まして，①支部独自の事業，要するに地域に合った事

業です。それから②本会から委嘱される事業，こうい

うことを本会の事業として支部で受け取ってやってく

れと。それから，③本会の直接の事業を単にお手伝い

するという，この 3 つ仕事が支部にはあるわけです。

そのうちの特に支部独自の事業が非常に重要でありま

して，これをどのようにやるかによって，支部の存在

意義が大いに生かされるということになるわけです。

　それから，我々，弁理士会というのは会員の指導，

連絡，監督というのがございますけれども，これは北

海道から九州までの会員を東京の本会だけでコント

ロール，あるいは指導，連絡，監督することはほとん

ど不可能です。支部ができますと，支部単位でその支

部に所属する会員の指導，監督，連絡もできる。その

結果，弁理士の品位の向上とか，業務における問題の

解消とかいうことが自然発生的に生まれてくるという

ことがあります。

　そして，地域での活性化の結果，どういうことにな
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るかといいますと，地域での認識が非常に高まる。東

京は現在，会員が 3,000 名を超していますけれども，

弁理士会の近畿支部をつくったときにはまだ 300人台

だったんです。そうすると，「弁理士って何や」と，

弁理士という認識がほとんどないと。したがって，我々

が一生懸命やっても，「何をしてんのや」と，「そんな

ことで飯が食えるのか」というような認識しかなかっ

た。それが支部をつくって，弁理士を含めた 9士業の

定期的な会合をやったり，大阪府とか大阪市とか，そ

の他にも京都，神戸などの地域の公共団体と定期的な

懇談会，あるいは交流を持つことによって，それでは

弁理士会にこういうことを頼もう，弁理士会にこうい

うことを公共事業の一つとして協力してもらおうとい

うことがどんどん増えてくることになるわけです。

　現在，近畿支部では地域の中小企業を活性化すると

いうことで大阪府とタイアップしまして，29 ある商

工会議所に相当数の弁理士を派遣して，地域の中小

企業の知的財産マインドを向上していただいていま

す。そして，この一，二年は大学の知的財産，特に大

学は最近，知的財産本部というのをつくっており，そ

の本部に弁理士が直接関与すると，そして大学の論文

で終っていたものを，その発明を特許として我々が拾

い上げて完成させていくということも，近畿支部では

やっております。結果として，地域全体の知財の認識，

マインドを随分掘り起こしたということが言えるので

はないかと思っております。

　支部という組織は弁理士会本会の組織ですから，こ

れを運営していくための公務というのが必然的に生じ

てきますので，この公務を通じてさらに弁理士会の動

き，さらに弁理士会を通じて政治の動き，特許庁の動

き，そういうものも見えてくるというメリットも，公務

を手伝うことによって生じるという感じがあります。

　以上です。

　波多野　杉本本部長，ありがとうございました。

　では引き続きまして，佐竹弘・知的財産支援センター

長のほうから話をいただきます。佐竹会員は実は東海

支部の初代の支部長という立場で参加していただきま

して，本日は支部構築に向けて，特に関東支部等の構

築に向けて，支援センターの活動を通じてのいろんな

組織上の問題点，設立に対するいろんなアドバイス等

を中心にしてお話ししていただくという予定になって

おります。よろしくお願いいたします。

　佐竹　ただいま御紹介いただきました佐竹でござい

ます。話の内容は知財支援センターをわずかな期間で

すが経験させていただいて，その面からお話しさせて

もらいたいと思います。

　私が支援センターを通して気になったことは，弁理士

さんというのは果たして新しい知財の時代に頭がつい

ていっているのだろうかという点です。昔の弁理士

法，昔の弁理士会の会則を見ていただくとわかるんで

すが，自分たちの風紀を守る，業務の発達をやる，あ

るいは弁理士の自治を守るということで，どちらかと

いうと社会に背を向けた内向きの利益を追求する，身

分を守る，自分たちを盛り立てるという観点が歴史と

して長く続いたように思われます。

　荒井先生の顔を見て思い出すことは，七，八年昔，

支部を設立して，さあ，やろうかというときにお祝い

に来ていただきまして，そこで，これからはプロパテ

ントの時代だということで本をちょうだいして，お話

を聞いて非常に衝撃を受けた記憶があります。そのと

きでも，かなりショックだったんですが，その後どん

どん。それで今も，杉本先生と荒井事務局長のお話を

聞いていると，新しいお話がどんどんでている。それ

ぐらい世の中の知財認識は変わっているんだというこ

とを非常に痛感いたしました。

　皆さん方もこういうところで会うと意識改革される

んですが，さて，事務所にお戻りになると出願の山を

見，何やら顧客から電話がかかってくる，E メールを

見ると，もうそんなことは忘れてしまって，無我の境

地に入って明細書を一生懸命に書くというようなこと

になっているのではないか。これは九州から北海道の

会員も同じで折に触れ，いろいろお聞きすると，とか

く社会貢献，社会の要請，社会というものがないがし

ろにされているような感じを強く受けております。

　ところで実際，弁理士会の地方での活動はどんなか

といいますと，今，名簿上は 5,700 人が在籍しており

ますが，関東地区に 4,200 名おります。関東地区とい

うのは御存じのように組織がありません。ここで私の

悪い言葉でして，関東地区の先生は足踏みしている。

前へ進んでいないと，悪口を言って，皆に嫌な思いを

させています。あと残り少ない人生だからいいかと

思って，嫌味を言っているわけです。実際に動いてい

るのは近畿 6 県の 1,000 人の弁理士さん，東海 5 県の

330 人の弁理士さん，それからあとは九州から北海道



－ 50 －Vol. 58　No. 2 パテント 2005

知財立国から見た日本弁理士会の全国支部組織化

に散らばっている 150人の弁理士さん。支部の場合は

もう組織がはっきりしておりますが，地区部会という

のはあいまいな組織でございまして，しかし組織でな

いとも言えないというところで動いております。

　全国を区分する単位は経産局単位で 8つに分ける単

位があります。しかし，多くの団体の分け方は都道府

県単位，今も東京都の橋本先生がお話になりましたけ

れども，我々が支援するのもどちらかというと県単位

でお話ができるわけです。しかし，我々は東京にいま

して，直接，九州の県の担当者とか，北海道の担当者

とかヘアクセスすることはできません。どうしても地

元の弁理士を通じてやらなければいかん。そうすると，

地元の弁理士に熱心な方が見えると問題がないんです

けれども，あまり熱心でない先生，あるいは東京から

弁理士さんが応援に来てくれなくてもいい，おれたち

は今安らかに仕事をして，安らかにやっているんだか

ら，あまり荒らさないでくれというような先生だと，

なかなか県に対するアクセスがうまくいなくて，その

県に対する支援がうまくいかないというような悩みも

ございます。

　では，地方の組織はどうすればいいのか。ここでお

勧めすることは，近畿支部を見てください，東海支部

を見てください。この言葉で十二分に弁理士会の今後

の行き方というのがわかるのではなかろうか。私は東

海の出身ということで，別に宣伝するわけではないが，

ここに平成 16 年度のオリエンテーション，すなわち

新人研修のために東海の先生たちがつくられたものが

あります。この中にはいっぱい支援の実績，支援活動

に関するものが随分と織り込まれています。東海支部，

あるいは近畿支部では夫々 3つぐらい，支援関係の委

員会をおつくりになって活躍なさっています。ここの

先生たちは強制されているのだろうかというと，決し

てそうではない。皆，喜々としてやっているわけで

す。それは地域を育てる，おれたちがこの知財に関し

ては専門家なんだと，おれたちが小中学校の教育をし

ましょう，高校の教育をしましょう，企業の啓蒙はお

れたちがやらなければ，他にやる人がいないんだとい

う意気に燃えてやっているというのが，はっきりわか

るわけです。

　そこまで持っていくのはどうしたらいいかという

と，やはり群れをつくる，そういうふうに支部という

一つの組織をつくってあげる。そうすると，そこに求

心力が入って，皆さんが徐々に集まってくる。そうす

ると，支部というのは地区にありますから，例えば東

海でいきますと中部経産局の方とも密接です。商工会

議所とも密接です。発明協会とも密接です。あらゆる

団体と，どこやらの何がねと，名古屋弁で話ができ

る，近畿に行くと大阪弁で話ができるレベル，低い視

野に立って，お互いにローカルな話ができるということ

で，非常に支援活動もスムーズにいっているように思い

ます。

　私がぜひお願いしたいことは，そういうローカルの

正式な組織をつくっていただくと，肌で時代の変遷と

いうものがわかるのではないか。そして，47 都道府

県のレベルで支援をやると，反応がすぐ返ってくるん

です。自分たちがよくても，悪くても，反応が戻って

くる。そうすると，それが知識になって，啓蒙され，育っ

ていく。あっちでよかった，こっちでよかったという

話が，支部の中でも盛り上がる。そして，さらに輪が

広がっていくということで。近畿，東海の例は立派な

成功例で，これをぜひ見ていただきたいと思います。

　では残る三大都市の中の関東での支部はどうかとい

うことなんですが，これも決して無理ではないと思い

ます。もう現に，関東には 4,000 人の優秀な弁理士さ

んがいます。だから，質にしても量にしても，それか

ら弁理士会では既にルールの案もできているようでご

ざいます。そうすれば，あとは意気に燃える方，東京

の方が意気に燃えていただくと，もうたちどころに支

部はつくれると思います。

　これは悪口になるんですが，昔の支部設置規則とい

うのは支部をつくらせない，意地悪をするものなんだ

ということで，私らも随分嫌な思いをしたことがある

んですが，今のルールは本当に支部をつくりなさい，

本当に，さあ，どうぞと。皆さん方が意気に燃えてい

ただければ，すぐ関東に 1 つ，2 つ，3 つ，幾つでも

好きなだけおつくりになれると思います。

　最後になりますが，支部の人数とか，地区の範囲は

どうかというのは，私に言わせると，まず社会に決め

てもらいなさい。そして，問題は 50 人以下になるよ

うだと，何か考えなければいけないよね。50 人以下

になると，ちょっと支援センターから応援する方策を

考えるとか，あるいは 2 つ，3 つのブロックを合わせ

るとかいうような考えが要るのではないの。それから，

一方，1,000 人以上になりますと，これもまたコミュ
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ニケーションがどうなのかと。2,000人，3,000人にな

ると分割を考えないといけないのではないかとの考え

も持っております。

　ちょっと大ざっぱでございますが，そんなところで

とりあえずの話しを終わらせていただきます。ありが

とうございます。

　波多野　ありがとうございます。

　それでは引き続き，意見交換のほうに移りたいと思

うんですが，まず移る前に荒井事務局長のほうから一

言，お願いしたいと思うのは，現在，2003 年に知財

推進計画を荒井事務局長みずから策定し，そしてさら

にバージョンアップした知財推進計画 2004を作成し，

実行に移されている。そして，そういう中で，その考

え方の基本として日本人が持っている発明，創造能力

を十分に発揮することが重要なんですと。資源のない

日本にとって，優れた資質を生かす他に生きる道はな

い。世界一の知財立国を目指しますというような宣言

をされて，実際にそういう行動に移されているんです

けれども，同時に地方社会においては特色ある地域経

済の発展を望まれている。この特色ある地域経済の発

展に我々，弁理士が，あるいは弁理士会がどういうよ

うなことを，外部から見て，あるいはアシストできた

り，あるいはお願いすることができるかということを，

御意見をお持ちでしたら，一言説明していただけると

ありがたいんですが。

　荒井　これは各地域で知財を生かした地域戦略，地

方発展が大事になってきているわけですので，弁理士

の先生方の専門的な知識で，いかにそこでいい発明

を生み出すかということです。そのためには例えば

IPDL（特許電子図書館）がありますから，こういう

ものを使って，大学の先生のみならず，中小企業など，

色々な人に対して，「そういう研究をされているなら，

もうここまで行っているから同じことをやっても駄目

ですよ」とか，研究開発のときからいろんなアドバイ

スができるわけです。また，「今，おやりになってい

るのはいいですね」とか，研究開発，技術開発のとき

にもアドバイスできるわけです。それから，出てきた

ものについて特許にする，それはただ普通の素人が書

いたら，穴だらけの明細書になってしまうのでしょう

が，先生方が経験を生かしてやれば立派な明細書に

なって，国内だけではなくて世界で戦える。地方の中

小企業の方も国際競争に巻き込まれています。そういう

ことですからいい明細書にしなければいけません。

　それから特許を取るときにも，早期審査制度の活用

とか色々な形で早く取るということが大切です。権利

を取得すれば，マーケティング戦略において，その会

社のいろんなパンフレットに記載するにも，「特許出

願中」というよりも「特許取得済」の方が人が信用し

てくれます。銀行から金を借りるにしても，特許にも

うなっていますと言ったほうがいいわけですから，そ

ういうときに資金の調達，マーケティングにも非常に

役に立ちます。それから特許が侵害されそうだとか何

かというときにも，本当に侵害されるかどうかなどの

色々なアドバイスが必要となります。ライセンス交渉

とか，色々な話もあります。様々な形で地域の発展に

弁理士の先生方の機能，役割が求められていると思い

ます。

　今まではそういうことを必ずしもやってきていない

と思います。これをぜひ弁理士個人として，それ以上

に組織として対応していただきたい。各地域でもいろ

んな知財戦略を計画するときに，今，橋本所長，杉本

先生，佐竹先生からお話がありましたけれども，弁理

士の方が個人としての立場よりも支部として出てきて

もらうと，各自治体も，商工会議所も，大学にしても，

相談にしやすい。個人だと，どうしてもこの個人とやっ

ていて大丈夫かというのが相手の方に出ます。そうで

はなくて支部として，パブリックとしてやるというこ

とになると，自治体も大学も率直に相談できるという

面があると思います。

　波多野　組織としてやるほうが信頼性が高まるとい

うお話を承ったんですが，今，産学連携の進展等で国

立大学も法人化され，大学も知的財産本部を設置し，

大きく変革しようとしている。あるいは，東京都にも

おいても多数の中小企業を抱えていて，中小企業政策

において弁理士会，あるいは弁理士に対するいろんな

要望も，今までの活動では東京都，あるいは関東等に

おきましても個人の弁理士が個々，自分の能力の範囲

内で活動するというのが中心でした。東京都としてそ

ういうような活動からさらに踏み込んだものに対して

どういう評価，あるいはどういう思い入れがあるのか，

その辺のところを橋本所長さんからお伺いできますで

しょうか。

　橋本　先ほど，荒井事務局長のお話の中で，中小企

業，個人を大切にというお話と，それから行政手法の
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親切運動というお話があったと思います。もちろん行

政手法の親切運動だったんですが，私どもが期待して

いますのは中小企業に対しても，中小企業の目線で考

える親切な弁理士さんがもっと増えてもらいたい。も

ちろん，弁理士さんも随分変わりつつあると思います。

私どもにも毎日午後 1時から 5時まで来ていただいて

います。先生方は中小企業の相談にかなり慣れた方で

いらっしゃいますから，そうした方々が，先ほどあり

ましたように支部というのが組織化され，その中で活

動していただいたら，非常にいいのではないかと思い

ます。

　私どものセンターは中小企業の皆さんの知的財産部

門ですということを，オープニングのときに申し上げ

て，活動しております。中小企業の皆さんにとっては，

やはり弁理士先生というのはなかなか敷居が高い。や

はりもう少し気軽に，入口のところで親切に相談がで

きるところがないかというのが，まず大切なのではな

いかと思っております。

　波多野　そういう弁理士は敷居が高い，もっと入口

のところで親切，懇切に対応できるような人を求めて

いる，あるいはそうは言っても，現実に例えば弁理

士会が抱えている大きな問題というのは関東地区に

4,200 名の会員がおられる。その会員の皆さんは個々

の弁理士の資格でもって一所懸命にされていること

は，多分間違いない事実なんです。けれども，それは

一理あるんですけれども，それを越えて，組織として

対応しなければいけない時代にそろそろ到達している

のではないか。あるいは，相談しやすい組織，あるい

は親切な組織，信頼の置ける組織に対応していただい

て，その中から次の進展を図りたいという中で，杉本

会員のほうから東京に大きな組織で，今現在，会員自

身が一生懸命に努力していると，この上にさらに支部

活動までする必要があるのかという会員も結構多いん

ですけれども，それに対して何か御意見をお持ちです

か。

　杉本　杉本です。

　個々の会員が努力して会員の業務をやっているとい

うのと，組織が組織として活動するというのは全く別

の問題ではないかと思うんです。私のほうに振られた

のですが，私から逆に東京都のほうにお尋ねしたいこ

とが一つあるんですが，近畿支部では近畿の代表的な

地方公共団体として大阪府と全面的なタイアップをし

て，大阪府に存在する商工会議所にとにかく我々が深

く入り込んで，そこに所属する中小企業の知財マイン

ドを掘り起こすということをやっているんです。とに

かくもっと地域全体を掘り起こしたいということで，

大阪府に積極的に協力させてもらっているんですが，

実は弁理士を派遣するのは全部が大阪府の予算で動い

ているわけです。これは私が支部長をしているときに，

大阪府が全面的に弁理士会近畿支部に協力を求めてこ

られたときに，我々はあらゆる協力をさせてもらいま

すと，しかし，我々は一定の予算を組んでいただかな

いとなかなか動けないわけですと申し上げたら，その

予算を今年から組んでいただいたんです。東京都もも

ちろん，我々が組織として，あるいはもし東京に支部

ができて動くとしたら，当然そういう方向で動いてい

ただけるんでしょうか。

　橋本　センターができたときには，たしか日本弁理

士会さんに相談弁理士を紹介してくださいとお願いを

したはずなんですが，まずこれは断られたと聞いてお

ります。それから，第 2年度目にさらに専門性の高い，

例えば IT 分野とか，バイオの分野の弁理士先生を紹

介してくださいということでお願いしたときは，募集

等について日本弁理士会に協力をしていただきました。

　それから，もちろん私どものところで専門相談に応

じていただいている先生方には時間当たり幾らという

ことで，そんなに大した額ではないと思いますが，お

支払いはさせていただいているというのが現状でござ

います。

　杉本　近畿支部ではとにかく，相談とか，あるいは

いろんな知財の講師とか，そういうことをできる会員

をあらかじめ支部としてリストをつくっておくわけで

す。要するに人材バンクをつくっておくわけです。要

望があればその中からどんどん推薦していくというこ

とをやっておりますので，もし東京都にも支部ができ

ればそのような動きをしていただきたいと，私は期待

するんです。

　橋本　もちろん都の予算もありますけれども，そう

いう方向になろうかと思います。

　波多野　支部の活動というものは完全なボランティ

ア活動ではなくて，それなりのある程度の有償性を

もって対応できそうだということも，皆さん方にも少

し御理解いただけるのではないかと思うんですが，東

海支部は現実的にはどういうようにされているんで
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しょうか。ボランティアでされているんでしょうか。

　佐竹　原則的にはボランティアといいますか，皆さ

ん，社会貢献という考え方で無償を前提として活動し

ているようです。ただ，中には先方で御予算をいただ

けるようなところもたまにはあるようですが，それは

本当にまれで，皆さん方もそういうものはないという

考え方でおやりになっているようです。

　波多野　日本弁理士会が抱える問題として，会員の

分布が偏在がある。とくに東京は大都市集中の典型た

るものです。同時に，支部を構築しようとしている地

方にとっては，会員数が極端に少ない。20 名ぐらい

の会員という中で，支部の構築のメリットというもの

は先ほどの延長線上である程度把握できていると思う

んですけれども，佐竹さんのほうからございますで

しょうか。

　佐竹　これも多少，意識という点で地方の方が違う

面もございますが，私の個人的な経験から申しますと，

地区部会というのはどちらかというと連絡所，アクセ

スポイントというようなことで，実態的には組織であ

るような，ないような，よくわからない感じのグルー

プかと思います。したがって，地元の先生方もどちら

かというと人事に関しては本会の会長が，予算に関し

てもつまみ銭が，それから事業計画に関しても本会か

らの委嘱事項がということで他人任せで，しかも一部

の方が動く程度で，対外的に名刺を持っていっても，

地区部会長というと，なんじゃいなというようなこと

があるのではないかと思います。

　ところが，支部になりますと，私が東海でやったと

きは荒井事務局長がお見えになったということもあり

まして，近隣の商工会議所とかあらゆる団体のそれな

りの方がお見えになって，そこで非常に激励を受けま

した。我々としては予期しない皆さんの期待というも

のをひしひしと感じられて，「おい，どうする，これか

らやらなきゃいかんな」というような感じを受けました。

　そこで，やらなきゃいかんなというと，できるのか。

できるんです。まず事業計画は自分たちでつくらなけ

ればいかん，そして本会へ出さなければいけない。今

までは，本会から言ってくればそれに対して答えると

いう他人任せだったのが，これからは事業計画をつく

る。そうすると，何か事業を探さなければいかん。そ

れから予算も大枠でちょうだいできる。それにふさわ

しいお金の使い道を探さなければいかん。当時は本当

に予算が少なかったので，使い道どころか，どっちか

というとある程度皆さんから頻繁に広告費など寄附を

募って，自腹を切ってやっていたという時代がありま

した。それから，人事も地元で決められる。皆さんで

話し合いをして決められるということ。それから支部

長という名刺を持っていくと，県へ参りましても，経

産局に参りましても，どこに行きましても，委員長時

代の名刺とはワンランクもツーランクも上の方のとこ

ろにお通しいただける。場所も昔はそこらの廊下の

端っこのちょっと入ったところでやっていたのが，ど

うぞと，間違っているんじゃないかと思うぐらい中へ。

局長さん用の応接椅子のところへお招きされて，今後

とも地方の支援をよろしく頼む。なんて言われると，

支部長も副支部長も感激してしまって，帰ったら「何

かやらなきゃいかんな」というような雰囲気になって

くるということ。

　したがって，今の地区部会の先生方も，一律には言

えないにしてもある程度の権限を渡し，お金を渡し，

裁量を渡すと，それなりの力を発揮して頂ける。それ

から，今までみたいに本会から選ばれた人でない，す

なわち地区で話し合いをしてつくる仲よしクラブです

から，それなりに息も合うし，話も合うのではないか。

そういう意味では，支部化はそれなりに。ただ，実態

的に活動という面になりますとパワーがありませんの

で，これは何らかの方策，支援センターから応援に出

すとか，あるいは近隣から応援に出すということが必

要かと思います。

　そんなところです。

　波多野　今，佐竹さんから現在の地区部会はアクセ

スポイント的な要素が強いということですけれども，

第 1回の弁理士会の今年度臨時総会において，各経産

局単位ですけれども各拠点にアクセスポイントを構築

すると，さらに経産局は存在しないんですけれども北

陸地区にもアクセスポイントを構築するという形で，

現在，支部化の構築に向けて，着々と努力しているわ

けです。その先頭を杉本会員が走っているんですが，

杉本さん，その辺に向けて，支部との関連でアクセス

ポイントをつくって，その後のどういう動きに発展さ

せたいという杉本さん自身の思い入れというものはあ

るんでしょうか。

　杉本　これは地区にアクセスポイントがなかったと

いうこと自体が既に非常におかしかったわけです。し



－ 54 －Vol. 58　No. 2 パテント 2005

知財立国から見た日本弁理士会の全国支部組織化

たがって，その地区の公共団体はじめ，いろんな企業

がまず弁理士会のどこに話を持っていったらいいのか

わからないわけです。ですから，アクセスポイントの

すらなかったということが非常にいびつだったわけで

すから，これをまず経産局単位でつくる。つくった以

上は，これを足場に支部にしていくというのは当然の

流れではないかと思います。そうしないと，地域地域

での日本弁理士会の活動はほとんどというか，全くで

きないのではないかという気がいたします。

　私は今ここに弁理士会近畿支部の会員名簿というの

を持っているんですが，東京の先生方は御存じないと

思うんですが，近畿支部の会員名簿は会員の写真が

載っているんです。中には写真は嫌やというので出さ

れない方もあるんですけれども，そうすると何か事件

があってぱっと見たときに，この顔か，これならやり

やすいなとか，いろいろあるわけです。そんなことで，

顔を見ることによって地域の弁理士の存在が非常によ

く見えるということもあります。近畿は 1,000 名の大

きな名簿なんですけれども，各地域に行きますと 40

名とか 50 名でもし立派な名簿をつくられれば，その

会員相互の間だけでも非常に理解が深まりますし，そ

れが重要な地域の公共団体とか，あるいは商工会議所

等に配布されますと，弁理士会の活動とかそういうも

のが全部わかるわけです。我々の名簿には写真だけで

はなしに，我々，近畿支部がどんな委員会をつくって，

どんな活動をしているかというのもあわせて載せてい

ますから，ある意味では広報誌も兼ねたものができ上

がっているということがありますので，当然アクセス

ポイントから支部に発展していくという筋書きで，私

はぜひ皆さんに動いていただきたいと思います。

　波多野　そのように，アクセスポイントは支部に発

展する。その支部も多数の会員を擁する支部と，ある

いは少数の会員を擁する支部が構築されるという予定

で，委員会活動は進んでいるんですが，そういうとき

に少数会員の支部を構築する場合の問題点，あるいは

先ほど支援センターの佐竹さんの話ですと，50 人以

下でしたら支援センターの支援が必要だとか，あるい

は今度逆に 1,000 人以上ですとまた別の問題が出ると

いう話が出たんですけれども，それらを踏まえて，少

数会員支部の問題点を。

　杉本　近畿支部は今1,000名を超しているんですが，

1,000 名を超したからといって問題は別に何もないわ

けでして，ただ京都とか兵庫（神戸）とか大きな都会

がありますから，それはそれでまた別の自治をやって

いただいています。京都地区会とか，兵庫地区会とい

うのをやってもらっていますが，非常に会員数の少な

いところはやはり弁理士会の公式組織を動かすという

ことで，多少の負担は増えてくるでしょうけれども，

今までに見えなかった弁理士会の活動とか，弁理士会

を通じて特許庁の動きとか，政治の動きとか，そうい

うものが組織を通じて見えてきますから，少ない会員

のところでも会務に参加されることによって違う世界

が開けてくるのではないかという気がしますので，小

さい人数の少ない支部も当然それなりにしっかり皆さ

んの協力を得て動けると思います。

　波多野　この意見について，佐竹さんはどういうふ

うなお考えを持っていますか。

　佐竹　東海も三重県が現在 6名で東海支部の幹事を

出しまして支部を構築しているわけですが，結果的に

は少ないところがたくさんあれば，それを広域化する

ということを行えば，支部組織として人数的には結構

集まると思います。あと，私は知的財産支援センター

という立場，あるいはこういう奉仕という関係からす

れば，例えば三重県でやるのであれば，その 5名なり

3 名の先生を中心にして皆さんが応援に出かける。静

岡でやるのであれば，静岡はそれなりにいるから主要

な頭が欲しいというのであれば，頭の人間を二，三人，

労力が欲しいというのであれば二，三人を応援に出す

ことによって，少人数のところの運営ができるという

ことで，ある程度の地区のグループ化ということを前

提にすれば，少数地域においても支部はできると思い

ます。

　ただ，支援という立場ばかりから一方的に見ますけ

れども，非常に大事なことは各単位といいますか，逆

に社会の構成が，行政書士さんはかなりの人数がみえ

るわけです。たしか日本弁理士会の 6倍ぐらいみえる

わけですが，組織としては 47，すなわち都道府県単

位でおやりになる。司法書士さんしかり，弁護士会は

ちょっと多いですが 47 が基準です。それから，最近

よく田舎へ行きますと，中小企業診断士というような

方が特許相談なんかをおやりになっていると聞きま

す。これもやはり日本弁理士会とちょぼちょぼなんで

すが，ポイントとしては 47 支部おつくりになってい

るというようなことです。
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　これは地域という単位は県であり，商工会議所であ

り，発明協会でありということになると，やはり 47

というものにおのおの責任をもつ弁理士さんがいて，

その人が核になって動くということを考え，それも十

分考慮した上で，複数地域を集合し，そこらの運営が

できるようにすれば地域でトラブルなく，うまくいく

のではないかと思います。

　波多野　今，地域に根差した知財活動というのはう

まくいくのではないかという御指摘ですが，同時に東

京あるいは首都圏の会員にとりましては，東京には日

本弁理士会の本部がある。けれども，その上になぜ支

部が必要ですかという意見も多分，会員の皆さんの中

には多数がお持ちになっている。その辺のところを，

杉本さん，何か意見はございますか。

　杉本　本部が東京にあるということと，本部がある

から支部が必要ではないということは全く話は違う次

元の問題なんです。本部は本部機能をやっているわけ

ですから，別に東京ではなくたって，北海道であって

も九州であっても本部機能は本部機能としてやるわけ

で，支部機能というのはその地域において地域と密着

した活動をやるわけですから，本部がそんなことを直

接できるはずがないわけです。関東に本部があっても，

支部がなければ地域に密着した，例えば東京都と密着

した活動などはできるわけがないと思うんです。例え

ば企業は東京に本社があっても，必ず東京に営業所を

置いているのと同じことであって，それがなければ地

域に密着した活動は当然できないと思っています。

　波多野　さらに，今度は支部設立に向けて，あるい

は支部を設立する場合に，支部がどういうような策を

講じれば会員が支部活動に積極的に参加できるのか，

あるいは現実の対応というんでしょうか，知財ニーズ

に対してきめ細かな組織的対応ができるようになるの

かというのを，何か意見をお持ちの先生はいらっしゃ

いますか。

　杉本　近畿の場合は 14の委員会をつくっています。

その委員会に所属することによって，会員の活動をや

り，同時に自分の仕事とどこかでつながってくるとい

うことでやっているわけです。しかも，その 14 の委

員会というのは本会がやらなくてもいいような委員会

を支部がやっているわけですから，重複して本部と支

部と同じような委員会をやっているところもあるんで

すけれども，本会がその委員会を支部に全部投げてし

まって，支部がやればいいというような委員会も現在

あるわけです。ですから，現在はわざわざ全国から東

京（本会）に来て委員会活動をやっているのが，その

地域でできるというメリットがありますし，近畿の場

合は全部で 300人ぐらいが委員会活動に関与している

のではないでしょうか。

　波多野　もう一つの問題点として，私どもは知財の

担い手として最も身近な立場にいるというように自負

しておりますけれども，現在，支部活動とか，身近な

地方の知財ニーズに対して組織的な活動をしていると

ころもありますが，活動していないところもあると。

そのようなときに，今，日本弁理士会がそういうきめ

細かな知財活動をしないのでしたら，他の組織が侵入

してくることも考えられる。虎視眈々とねらっている

団体，組織もあるわけですが，そのことに対して，ひ

とつ，杉本会員。

　杉本　これは極めて危機的意識を私らは持っている

わけでして，まだ近畿の場合は 1,000 名の会員がいま

すから，頭文字 G さんの進出はあまりないんですけ

れども，例えば地方に行きますと，その県に弁理士さ

んは 1 人，G さんは 100 人というようなバランスです

から，当然国としては，知財の戦略としては，1 人し

かいない弁理士に知財のインフラを任すよりも，G さ

んに任せたほうがいいのではないかという考え方だっ

て生まれてくるのではないか。地方に組織がなけれ

ば，当然そういう方向に動いてしまいますし，地方に

弁理士会の組織をつくって，そこでしっかりその地域

の知財インフラを支えれば，そういう問題もどこかで

食いとめることができるし，我々の非常にレベルの高

いサービスをやはり引き続きやっていくことができる

ということで，これはある意味では大至急やらなけれ

ばならない問題ではないかと思っています。

　波多野　最後に，荒井さんのほうから，今までの話

をお聞きになって弁理士に対する要望というんでしょ

うか，新たな思い入れができたということがありまし

たら，披露していただけるとありがたいんですが。

　荒井　さっきのお話の中に行政と司法の親切運動の

他にもう一つ，弁理士の親切運動が必要だという名言

があったと思います。親切かどうかというのは要する

に社会のニーズに応えることです。これは弁理士の先

生方のミッションというかモラルというか，高い志で

この分野に入られたわけですから，日本の発展に貢献
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していくという志というか，これを果たすような仕組

み，体制をつくっていただきたいと思います。

　波多野　橋本さん，東京都の知財政策をあずかって

いるという立場から，弁理士個人というより，弁理士

会の，特に支部等を含めた組織に対してどういう期待

感があるでしょうか。

　橋本　パテント誌の 11 月号にも，東京都以外の 20

以外の県の方が活動状況と，それから弁理士に対する

期待を表明されていると思うんです。やはり地方自治

体が力を入れ始めますと，当初は人数が少ないとか，

何とか弁理士さんの数を増やしてくださいという要求

ですが，中には相当広範囲な業務を，出願権利化の代

理だけではなくて知財全般についても要望が出てきて

いるのは，お読みになった方は御存じと思います。地

方自治体が力を入れるとだんだんそういう方向になる

と思います。ですから，ぜひ荒井事務局長も東京都の

中小企業の経営者と直接話をしたいと，わざわざお忙

しい中，何度も足を運んでいただいて，中小企業の経

営者と話をしていただいています。ぜひ組織化等を通

じて，弁理士の皆さんと中小企業の皆さんとのコミュ

ニケーションがぐっとよくなるように期待しておりま

す。

　波多野　もう一点，橋本さんは実は大企業，三菱化

学の特許部長，あるいは知財部長も経験されている立

場から，現在は大企業ではない中小企業の方々，ベン

チャーの方々を中心にして扱っているんですけれど

も，その辺のところの知財に対するニーズの違いとい

うんでしょうか。

　橋本　ある程度は予想していたんですが，予想以上

に中小企業の皆さんが知的財産制度をうまく活用する

というのは大変です。お金の面もあれば専門家がいな

い，技術開発力についても単独では限界がある，そん

な中で苦戦されているところもありますが，中にはそ

の段階はもう過ぎて，非常にうまく，ある意味では大

企業以上に効率的に知的財産制度を活用されている会

社もあります。もちろん費用面では大企業みたいにた

くさん特許をとれないと，一件一件の特許を大事にし

たいと，工夫しながら権利化を考えておられるという

ところもありますし，どちらかというと特許制度につ

いては権利を取るだけでも大変だ，お金もかかると。

まして権利を取ってそれを活用しようとしても，大企

業は中小企業の知的財産をあまり尊重してくれない，

裁判なんかをやっていたのでは中小企業の経営者とい

うのは経営者兼，研究者兼，知財担当ですから，そん

なことで訴訟なんかに関わっていたら中小企業の日々

の経営が成り立たないということで，特許制度にあま

り信頼を置いていないところまでさまざまです。そう

いう場合は，営業秘密としての保持になるんですけれ

ども，そこがまたなかなかきちっとしていないという

問題もあります。さまざまですけれども，一般に関心

は薄いと言われますが必ずしもそうではなくて，専門

知識はないけれども経営感覚として重要であるという

ことはかなりの企業はわかっています。それを何とか

支援をしていきたいと思っていますので，ぜひ弁理士

先生にはよろしくお願いしたいというのが，私のコメ

ントでございます。仕事はいっぱい広がると思います。

　波多野　さらに今，弁理士は 6,000 人体制から，あ

と数年，10 年以内には 1 万人体制を超える時代を迎

えると。そういう時代を迎えるときに，どういう活動

をしていけばいいのかという，一つの答えが今，橋本

さんのほうの意見だと思います。同時に，杉本さんの

ほうから近畿支部をあずかった立場から，こういう全

国支部化へ向けてのエールをひとつ送っていただけた

らと思います。

　杉本　支部をつくって，やはりツールを生かさない

とだめだと思うんです。それを生かすことによって自

分たちの職業のステータスも上がりますし，質の高い

サービスを地域に提供することができるわけで，これ

は組織がないと，要するに足がかりがないと何もでき

ないわけで，個人プレーではたかが知れているわけで

す。ですから，組織をつくって，その組織を足がかり

にして，地域社会において質の高い知財のサービスを

行うということをやっていかないと，弁理士という職

業は都会だけにしか存在しない職業だとか，あるいは

弁理士にかわって他の職業の人たちが知財のインフラ

を支えてしまうということにもなりかねませんので，

ぜひそこのところは認識を改めていただいて，組織づ

くりに励んでいただき，そして組織で活動していただ

きたいというように思います。

　波多野　佐竹さん，同様なことで意見はございます

か。

　佐竹　私は支部の立場と，知財支援センターと両方

ありますが，弁理士会が今度 1万人体制に向けて生き

ていくということと，それから中小企業の育成なくし
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ては知財立国というのは成り立たないのではないかと

いうこととはイコールの関係にあると思うんです。し

たがって，まず弁理士会がそれなりの組織，あるいは

知識を蓄えて，それを社会に向けて支援を送ることに

よって，中小企業をいかに育てていくか。橋本先生も

おっしゃっているように，中小企業の育成というのは

大変難しゅうございますし，我々もいろいろ今，中小

企業専門の支援員というものを育てようということで

計画を立てているわけですが，非常に難しい面がござ

います。しかし，これを全国津々浦々でそれぞれの土

地に合った支部ができて，その組織でもって地区の中

小企業と親しくできれば，本当に月に 1 回とか週に 1

回ぐらいで巡回相談をするとか，中小企業の会社の中

に 3人ぐらいの弁理士が入って，いろいろな悩みとか

アドバイスを直接対話するようなことで，中小企業の

育成が成功するのであれば，これは日本弁理士会の行

く末に非常に明るい展望が開けるのではないかと思っ

ております。

　波多野　それでは，そろそろ時間にもなったんです

が，もう一言，言い足りないというパネリストの皆さ

んはいらっしゃいますか。

　杉本　私は言い足りないのではなしに，今日，御出

席されている皆さん方にちょっといろんな質問をして

いただいて，それで答えたいという気がするんです。

　波多野　そういうわけで，意見交換のほうは終了さ

せていただきまして，これから会員の皆さんからこの

支部の構築に向けていろんな疑問点，問題点，あるい

は質問事項，さらにもっと推進を早くやれというよう

な激励の言葉をいただけたらと思うんですが，御質問

のある方はいらっしゃいますか。どうぞ。

　滝田　質問というわけではないんですけれども，

ちょっと意見を言わせていただきたいと思います。

　結局，知財立国をまず実現するということは，やは

り権利をまず取得するところがどんどん進行していか

ないといけないということだと思うんです。そうする

と，要するに中小企業等がどういうふうにしたら権利

を取得しやすいか，そこの一番のポイントはやはり一

件一件出願するときのコストが高いというところだろ

うと思うんです。ですから，早い話が，日本弁理士会

が予算を組んで，ある程度援助をすると，都道府県等

の地域社会のほうでも予算を組んで一緒に援助をする

と，それから本人もある程度負担すると。例えば，3

分の 1 本人負担，3 分の 1 弁理士会が負担，3 分の 1

都道府県ないしは市町村が負担するというような形で

やれば，非常に中小企業はアクティブになってくると

思うんです。そういうことがしやすいような仕組みを

つくるのが支部の目的だというふうにしたほうが，私

は支部をつくりやすいと思います。支部をつくって，

さて何をやろうかというのではなくて，やはりそうい

うようなやり方のほうが私はいいのではないかと思う

んですが，いかがでしょうか。

　波多野　いかがですか。佐竹さん，ありますか。今

のは滝田会員のほうからの質問です。

　佐竹　我々が目指しているのは，弁理士というのは

保護の世界では非常に優れた知識を持っております。

ところが，その前段の創造，物をつくり出すというと

ころではちょっとまだ意識が少ないのではないか。さ

らに言われているサイクルの後ろの活用という面も，

知識が割合に多いとは言えないということ。

　それで，中小企業さんにいろいろ話を聞いたり勉強

してみますと，まず彼らが望んでいるのはとりあえず

利益を上げたい，何かうまい仕事が欲しいというよう

な，大企業からたたかれない仕事をもらう方法はない

かとかいうようなことで，あまり知財に関しては知識

がない。そして，たまに何かアイデアを研究してみよ

うというような企業のお話を聞きましても，非常にレ

ベルが低いというとおかしいんですけれども，特許庁

さんが奨励している IPDL とかいうものも使わない。

ただ，出願するのに出願していいのかどうかというよ

うなチェックぐらいにしか使われていない。開発の段

階ではほとんど使われていない。

　ところが，弁理士さんはそういう知識をたくさん

持っているわけです。そういうことを考えますと，都

道府県単位，あるいはもう一つ小さい隣近所というわ

けではないですが，その範囲で組織ができて，そして

相談の窓口，相談も単に溝のある相談ではなく，溝を

取ってしまって，垣根を取ってしまって，工場の中が

見られる状態での知識というのがあれば，その創造の

世界から保護，出願まで広い範囲に行けるのではない

か。私はよく言っているんですが，明細書を書くとき

はいつも中小企業といえども億単位の仕事をするんだ

と。20 万円や 30 万円をもらって書くというようなこ

とはいかんと。会社はそれが成功すれば億単位の利益

を目指しているんだから，そこをよく考えて出願して



－ 58 －Vol. 58　No. 2 パテント 2005

知財立国から見た日本弁理士会の全国支部組織化

あげなさいという言葉を私は常日ごろ，皆さんに申し

上げているんです。

　やはり保護ということも非常に大事です。これはも

ちろんですが，中小企業には保護へ至る開発の，よそ

に負けないような，利益を上げるという玉をつくり出

す知識というのが非常に少ない。その点は弁理士さん

はいろいろな検索機能も持っておりますし，アイデア

も持っているんですが，これをもう直接，中小企業へ

注入してやれば，今のような問題も一挙に解決するの

ではなかろうか。もちろん，弁理士会の中で支援セン

ターがありまして，そこでは出願に関する支援の事業

ということもやっておりますが，もう一歩，それもや

るけれども，知財の専門家であるから，その先も一緒

に面倒を見ようではないかというのが，支部をつくる

上には非常に大事ではなかろうかと考えております。

　お答えになったかどうか，ちょっと外れたところも

ありますが，お許しください。

　波多野　あと，橋本さんの東京都も知財支援に対す

るコストと予算をある程度お持ちなんだろうと思うん

ですが，それは現実的に予算はフルに使われていると

いう立場なんでしょうか。あるいは持ち越しという状

態で，あまり活用されていないという立場でしょうか。

　橋本　今，都としてやっていますのは，外国特許出

願費用の助成です。これは平成 15 年度から始めまし

て，初年度から順調にたくさんの応募がありました。

それで予算との関係で，点数が上位 40 数件にかなり

助成しました。今年度は予算を倍額にしましたので，

多少，応募件数も増えましたし，合格点に到達したも

のについてはほとんど助成することができたと思いま

す。大変うまく利用していただいています。それから，

区とか市町村で国内出願に対する助成を始めたところ

も，区で 3つ，市で 3つ，少しずつ増えつつあるとい

う状況もあります。

　もう一つ，別の意味で，外国権利侵害調査の助成も

始めています。

　波多野　滝田会員，よろしいでしょうか。

　滝田　とりあえず結構です。

　杉本　今の答えなんですけれども，それは支部をつ

くったときに，支部の活動の一つとして，地域の県と，

あるいはそれ以外のところでもいいんですけれども，

そういうようなことも含めた活動をされれば，実現は

全く不可能ではないと思います。

　ただ，支部を作っても，弁理士が個人的に，ボラン

ティアで無償で活動しても長続きしません。従って，

日本弁理士会は社会的貢献という観点から予算を組ん

で，そして国も知財立国と言っているのですから，そ

の実現のために，地方自治体と 3者が一体・融合的に

協力していくというシステム作りが大切であり，その

ために支部の設立が役立つのではないでしょうか。

　佐竹　そのとおりだと思います。要するに，日本弁

理士会が単独にというのではなくて，地域と融合して

活動していくためには，やはり予算的な面というのは

抜きにしては考えられないと思うんです。完全にただ

で，無償で，ボランティアでということを言われると，

やはり長続きはしないだろうし，全体の国家戦略とい

う観点から見ても，そこにコストというものをある程

度使っていかなければいけないということは，当然入っ

てきていると思いますので，やはり総合的に考えていく

必要があるのではないかということで申し上げました。

　波多野　ありがとうございます。

　さらに，御質問のある方。どうぞ。会員は名前を言っ

て発言していただけますでしょうか。

　質問者　今日のメーンテーマは全国支部組織化でご

ざいますが，私の意見といたしましては，とにかく知

財戦略というものと経済産業政策というものが即イ

コールであるという意識が非常に高まっておりますの

で，ぜひこの経済，産業，行政，地方の行政機構と見

合った全国支部化ということがぜひ必要であると考え

ております。橋本先生が，ちょうど今お手持ちのパテ

ントの中にも，橋本先生の総合センターにおいても出

願の弁理士ではなくて，経営戦略，経済産業戦略の弁

理士が欲しいんだということが書いてあると思うんで

ございます。

　また，具体的な例を申しますと，知財を核としまし

たベンチャー企業の話を随分聞くのでありますけれど

も，地方の信用保証協会の保証を得て，ベンチャーを

立ち上げたと。それから，近畿の例を見ますと，大阪

の商工会議所の中に本社を置いて立ち上げているんだ

というふうな例もございます。きのうの朝刊には，商

標に地域と品名をあわせた商標を認めることが検討に

なっていると。南部鉄器とか，あるいは大島紬とかで

ございますが，こういったものもいきなり商標にとい

うわけにはいかないので，新聞にも言っておりますよ

うに，中小企業の協同組合といったものを核にいたし
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まして，有力な中小企業の共同組合がこの地域，プラ

ス品名でやっていこうということで初めて成り立つと

いうことは，まことにもっともなことでございます。

そうしますと，どういたしましても，各 8つの経済産

業局の中小企業課においていかにリードされるかとい

うことと，商標出願というのが密着しているわけでご

ざいますから，そういった支部組織化がぜひ必要であ

るということを強調したいと存じます。

　それから，今日は荒井事務局長から非常に貴重なス

ピーチをいただきましたが，実際問題としてそれを進

めます場合に，荒井事務局長のプレゼンテーションの

28 ページでございますが，弁理士の敷居が高いとい

う言葉がございまして，また 30 ページになりますと

弁理士費用が高いということが壁だというふうに，中

小企業は意識しているということがございます。では，

どうしてこの敷居を低くする，それから高い報酬とい

いますか，費用が高くはなく低くするということにな

りますと，要するにこれはそれに向かってなるべく努

力しようとすれば，コストを下げていくということし

かない。コストを下げて，多くの受託件数を持って，

弁理士も栄えていくと。経済産業局からいろいろ産業

の知識を得まして，中小企業のように評価を高めると

ともに，そういったことが必要だと思うのでございま

す。

　具体策といたしましては，一つには経済産業省は中

小企業庁をお持ちでございまして，全国に 3,000 ある

商工会議所に 9,000 人の経営改善普及員問いうものが

配置されております。これは 40 年ほど前にできまし

て，私の記憶では人件費の半分と，それからモーター

バイクなんかを使って，モーターバイクなんかの費用

なんかの半分を経済産業省で補助なさっていると。こ

れを経済改善普及員という名称に現在なっております

けれども，知財普及改善員と申しますが，知財普及員

というふうな機能も持たされまして，それからちょう

ど 3日目前でございますけれども，非常に派手にテレ

ビで放映されておりました知的財産検定という制度が

スタートいたしました。本年，スタートいたしまして，

3回の試験で 5,300人の受験者を得たということで，4

つの階級でございます，明細書の書き方というものに

非常に重点を置いた試験内容でございます。ですから

ある程度，明細書の素案といったものを書く能力を備

えた弁理士の補助者的なものが全国に分布いたしまし

て，弁理士のコストを下げてくれれば大いに対価もそ

の部分を下げて，弁理士としてはたくさんの受託を得

てというふうなことです。

　そこで質問といたしましては，杉本先生と佐竹先生

におかれましては，先ほどの敷居が高い，あるいは弁

理士費用が高いという中小企業の側の感触に対しまし

ては，いかなる対案をお考えでございましょうか。支

部の大先輩に後輩が教わるということで，ひとつ，お

答えいただければと思います。

　杉本　弁理士費用は高いのは支部をつくったから

安くなるという感覚はあまりないんですけれども，

ちょっと難しい御質問なんですけれども，ちょっとこ

れは荒井局長に答えていただいたほうがいいのではな

いでしょうか。局長から弁理士費用が高いという声を

どこかで聞いておられたのではないかと思うんですけ

れども。

　荒井　これはそういうことを言っている人がいるの

で紹介したわけでございまして，私が高いと言ってい

るわけではありません。ただし，世間の人はそういう

ことを言っているので，こういう問題についてどうし

ますかということです。それから，勿論，中小企業の

方が特許を取るときに，特許庁に支払う金がかかりま

す。それから，同様に弁理士の先生に支払う金もかか

ります。中小企業から見ると，両方まとめて高いと言っ

ているわけです。中小企業に関して，特許庁の料金に

ついては色々な減免制度を拡充しているわけです。で

は，弁理士の先生方はどうなるかということで，そっ

ちも下げてほしいという希望が出ているということ

を，私は申し上げているわけでございます。

　波多野　佐竹さん，御意見がありますか。

　佐竹　今の荒井先生のお言葉で尽きているかと思い

ます。

　波多野　私自身も弁理士の手数料が高いのではなく

て，むしろタイプ代とか何とか証書というのが高いと

いう意見が多くて，弁理士の手数料が高いという意見

は，今までやった仕事の中でほとんど聞いたことがな

いですから，この辺もちょっと。ただ，事務所はパソ

コンのタイプ浄書に対して昔と同じような一件一件，

和文タイプを打つような感覚で料金を取っているとい

う指摘は大分強いという感覚です。

　それでは，最後にもう一方だけ。どうぞ。

　赤尾　赤尾と申します。出願のほうはもう十分で，
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今，出願の前段階が必要というお話が最初にあったん

ですけれども，逆に今度は後段階で，支援活動をした

成果として，例えば中小企業の倒産率が下がったとか，

今まで利益率が上がったとかいうデータというのはあ

るのでしょうか。ないのであれば，そういう追跡デー

タを追うことで出願の啓蒙みたいなものになるとも思

うんですが，その辺はどうでしょうか。

　波多野　橋本さん，何かございますでしょうか。例

えば技術力の高いところは，今言ったように経営的に

もうまくいっていて，ほとんど倒産もしていないとい

うようなデータ的なものというのは，都のほうでお持

ちでしょうか。

　橋本　データまでなかなかいっていないんです。私

どもも先ほど，御説明したように，去年の 4月に始め

たところなものですから。ただ特許等をうまく活用し

ている会社の事例集というのは，アンケート並びにヒ

アリング調査の結果を含めてまとめました。それから，

私どもの事業は東京都の中小企業振興公社へ委託され

た事業になっていまして，私も所属は振興公社なんで

すが，公社の幹部要員なんかと話していますと，これ

は非常に感覚的なんですが，データではございません

けれども，やはりこんな厳しい中でも特別な技術を

持っている，あるいは特許を持っているところという

のはなかなか頑張っているというようなことを，従来

の仕事を通じて感じている人は複数おられるというこ

とはあります。

　これから，私どもも相談に来てどうだったかという

アンケート調査もやっていますので，少しずつ増やし

たいとは思っているんですが，なかなか私どもの仕事

は特許を出願する段階から始まって，それが事業的に

うまく活用される段階まで追いかけようとすると，や

はり数年はかかるというところもありまして，うまい

データが出るようになるのがいつかというのは，あま

り自信がありません。

　波多野　あと弁理士として長いキャリアをお持ちの

佐竹さん，その技術を持っているところが企業的なも

のも経営的にうまくいっているかというのは，どうい

う思い，評価というのか，何かお持ちでしょうか。

　佐竹　これは知的財産支援センターとしては特に

データはございません。ただ，私はどちらかというと

中小企業の方とおつき合いが多いということから，中

小企業というものを見ているわけですが，これはやは

りトップの方がどの企業に関しても，知財に非常に関

心をお持ちだということ。それから，トップの方が社

員に対して発明しなさい，考えなさいということを今，

常に啓蒙なさっているという企業は，わりあいに成功

率が高いのではないか。それから，私ら支援センター

の立場から中小企業の方，あるいは役所で中小企業の

方と交換会をやるというところで，トップの方がお越

しになる場合も，やはりトップの方自身が知財に関す

る知識というものを，わりあいにお持ちの方が多いと

いうことから，我々としては単に座学といいますか，

セミナーを開いて，お越しいただいた方に知財を教え

るということも大事なことですけれども，トップの方

とどのように接触して，トップの方に知財というもの

をどのように浸透させるかというのが，非常に大事だ

ということを最近，つくづく考えております。そのた

めには，やはり多くの弁理士さんが人海戦術でもって

多くの中小企業の方と，何とかコンタクトをとって，

そして中小企業のトップの方に知財の重要性，知財と

いうものがいかに企業を盛り上げるかということを教

えるのが大事だと思います。そういうときには，先ほ

ど，橋本先生がおっしゃったような事例集などを参考

にしていけばいいのではないかというふうに考えてお

ります。

　波多野　ありがとうございました。

　いずれにしましても，シンポジウムにはそろそろ時

間が参りましたので，この辺で終りたいと思いますが，

最後にこのシンポジウムに関する質問，あるいは意見，

感想がありましたら，日本弁理士会の事務局あてに出

してくださいということです。

　今日は長い間，ありがとうございました。

　司会　長時間にわたりまして，貴重なお話をいただ

きましたパネリストの先生方に今一度，皆様方，拍手

をお願いいたします。（拍手）

　先ほど来，パテント 11 月号という話が何回も出て

きましたけれども，地域の対策という特集を組んでお

ります。各地方自治体さんの知財政策を紹介しており

ますので，ぜひまたお読みいただきたいというふうに

思います。7,000 部刷っているんですけれども，既に

品薄状態ということになっておりまして，関心の高さ

がうかがえるというふうに感じております。

　それでは，閉会に当たりまして，佐藤総括副会長よ

り御挨拶を申し上げます。
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　佐藤　本日は基調講演をはじめ，パネルディスカッ

ションに御参加いただきました，荒井事務局長，今日

はどうもありがとうございました。それから，パネル

ディスカッションに御参加いただきました，橋本・東

京都知的財産総合センター所長，どうもありがとうご

ざいました。それから，パネリストの杉本会員，佐竹

会員，どうも御苦労さまでございました。ありがとう

ございました。コーディネーターを務めていただきま

した波多野会員もどうも御苦労さまでございました。

　荒井事務局長のお話にありますように，弁理士が知

財により地域産業の振興，特に中小企業の育成に寄与

していくことが，日本の産業競争力を増強していくこ

とが弁理士のミッションであるということをお話しい

ただいたと思います。それから，橋本先生からは地域

に優しい弁理士活動をしてほしい。これは我々が今ま

で求められているものとして，しっかり受けとめなく

てはいけないものだろうと思っております。このよう

なことをやっていくためには，自分たちの地域は自分

たちが貢献してくんだという心意気をやはり持たない

といけないだろうというふうに思います。また，その

ような活動をするためには，やはり地域密着型の組織

があってこそできるというふうに，今日のお話を伺っ

て受けとめられたと思います。

　では，そのような地域密着型の組織が活力がなけれ

ば，せっかく組織をつくっても意味がないわけで，そ

のような組織というのはやはりその地域の特色に応じ

た，かつ自立的な運営ができる組織でなければ，活力

ある組織にならないのではないか。それを実現できる

のが支部組織だということであろうというふうに思い

ます。

　こういう活動をすること，また我々が地域産業の活

性化に努力するということは，すなわち我々の業務拡

大ということにもつながるということであろうと思い

ます。したがいまして，東京は東京に，東北は東北に

というような形で地域密着型の組織，支部を設置する

ということが今，我々に求められている緊急的な課題

であるということを，今日のお話で確認できたのでは

ないかというふうに確信しております。

　今日のシンポジウムの成果を踏まえまして，これか

らも正副会長会のほうとしては支部を全国に組織する

という活動を推進していきたいと思いますので，ぜひ

とも会員の先生方に御支援，御協力をいただきたいと

思います。

　今日は，どうも御苦労さまでした。ありがとうござ

いました。（拍手）

　司会　これをもちまして，シンポジウム『知財立国

から見た日本弁理士会の全国支部組織化』を終了いた

します。


